
２０２５年７月１１日 

一般社団法人 投資信託協会 

会 長  松 下 浩 一 殿 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

代表取締役社長 阿部 修平 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則

第10条第１項第17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

(1)資本金の額（2025年５月末日現在） 

資本金         25億円 

発行可能株式総数   50,000株 

発行済株式総数    50,000株 

最近５年間における資本金の額の増減 

  該当事項はありません。 

 

(2)委託会社の機構（2025年５月末日現在） 

① 経営体制 

当社の意思決定機関としてある取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の

選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上に

あたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票に

よらないものとします。 

取締役の任期は、就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときま

でとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了すべ

き時までとします。 

取締役会は、その決議をもって、取締役の中から取締役社長１名を選定し、また必要に

応じて取締役会長１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任すること

ができます。 

取締役会の決議をもって代表取締役を決定します。 

代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い、業務を執行します。 

取締役会は、法令または定款に定めてある事項の他、当社の経営上重要な事項を決定し

ます。 

また、取締役会から代表取締役社長に委任された重要な業務執行の決定その他経営に関

する重要な事項について審議することを目的として経営会議を設置しています。 

② 運用体制 

１）当ファンドでは、運用調査部門が運用・調査を担当します。下記の意思決定プロセス



に基づき、運用を行います。 

２）意思決定プロセス 

a.ファンド・マネージャーは、チーム全体での調査活動等の成果を踏まえ、投資環境の

分析、期待リターンとリスクの予測や当ファンドに対する設定や解約の動向分析など

を実施し、当ファンドの約款等の定めを遵守して「運用計画書」を作成し、「投資政

策委員会」での審議を求めます。 

b.投資政策委員会は、当社取締役会で指名された者が主催し、各ファンド・マネージャ

ーから提出された運用計画書をリスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門等

の責任者と共に審議します。ファンド・マネージャーは、承認された運用計画書に基

づき日々の具体的な投資活動を行います。投資政策委員会は原則として月２回開催さ

れる他、必要に応じ臨時に開催されます。 

c.上記の意思決定プロセスは、当社取締役会が定めた「投資信託に係る運用管理」に関

する規程及び「投資政策委員会」に関する規程に基づきます。投資政策委員会の運営

状況は「コンプライアンス委員会」においても確認の上、取締役会に報告され、適正

な業務運営の確保に努めております。 

 

２．事業の内容及び営業の概況 

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を

行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一

任契約に基づき委託された資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定

める以下の業務を行っています。 

・投資助言・代理業 

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業 

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集ま

たは私募に関する第二種金融商品取引業 

委託会社の運用する投資信託は2025年５月30日現在次の通りです。 

（ただし、親投資信託を除きます。） 

種類 本数 純資産総額（百万円） 

追加型株式投資信託 40 635,926 

単位型株式投資信託 ５ 10,886 

合計 45 646,812 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第346号 

加入協会 ／ 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会 

      一般社団法人日本投資顧問業協会 

      一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 

 



３．委託会社等の経理状況 

１．財務諸表の作成方法について 

 委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下「委託会社」という）の財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」

という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第

52号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第19期事業年度（2024年４月１日から2025

年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。 



 

独立監査人の監査報告書 

２０２５年６月２０日 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

 取 締 役 会  御 中 

  

東 京 事 務 所 

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士  櫻 井  雄 一 郎 
 

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

 公認会計士  稲 葉   宏 和 
 

監査意見 
 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「委託会社等の経理状況」に掲げられているスパークス・アセット・マネジメント株式会社の

２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第１９期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の

注記について監査を行った。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の２０２５年３月３１日

現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

 その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表

及びその監査報告書以外の情報である。 

 当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する

いかなる作業も実施していない。 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備

及び運用することが含まれる。 
 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する



 

責任がある。 

 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。 

財務諸表監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において

独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に

より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起

すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、

財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査

報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続

企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成

及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを

評価する。 

 監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている

その他の事項について報告を行う。 

 監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための

セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。 

以  上 

（注）上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

 



 

（１）【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

 
前事業年度 

（2024年３月31日） 
当事業年度 

（2025年３月31日） 

（資産の部）     

流動資産     

現金・預金  10,424  10,747 

預託金  200  200 

未収委託者報酬  1,588  1,571 

未収投資顧問料 ※３ 1,753 ※３ 1,826 

前払費用  198  215 

未収収益  2  0 

未収入金 ※３ 18 ※３ 6 

流動資産合計  14,185  14,568 

固定資産     

有形固定資産     

建物 ※２ 111 ※２ 527 

工具、器具及び備品 ※２ 74 ※２ 140 

リース資産 ※２ 3 ※２ 2 

建設仮勘定  4  0 

有形固定資産合計  195  670 

無形固定資産     

ソフトウェア  1  1 

無形固定資産合計  1  1 

投資その他の資産     

投資有価証券  43  71 

差入保証金  82  81 

長期前払費用  34  67 

繰延税金資産  405  337 

投資その他の資産合計  566  558 

固定資産合計  762  1,230 

資産合計  14,948  15,798 



 

 
 

(単位：百万円) 

 
前事業年度 

（2024年３月31日） 
当事業年度 

（2025年３月31日） 

（負債の部）     

流動負債     

預り金  62  22 

未払手数料  454  372 

その他未払金 ※３ 1,504 ※３ 1,490 

未払法人税等  1,491  1,109 

未払消費税等  321  140 

前受収益  6  5 

リース債務  1  1 

株式給付引当金  189  86 

長期インセンティブ引当金  3  1 

役員株式給付引当金  40  － 

その他  2  3 

流動負債合計  4,078  3,236 

固定負債     

リース債務  2  0 

株式給付引当金  199  162 

長期インセンティブ引当金  3  1 

役員株式給付引当金  10  － 

資産除去債務  70  203 

固定負債合計  285  367 

特別法上の準備金     

金融商品取引責任準備金 ※１ 0 ※１ 0 

特別法上の準備金合計  0  0 

負債合計  4,364  3,603 

（純資産の部）     

株主資本     

資本金  2,500  2,500 

資本剰余金     

資本準備金  27  27 

その他資本剰余金  19  19 

資本剰余金合計  47  47 

利益剰余金     

利益準備金  597  597 

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  7,438  9,048 

利益剰余金合計  8,036  9,646 

株主資本合計  10,583  12,193 

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  0  1 

評価・換算差額等合計  0  1 

純資産合計  10,584  12,195 

負債純資産合計  14,948  15,798 



 

 

（２）【損益計算書】 
（単位：百万円） 

 
前事業年度 

（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

営業収益     

委託者報酬  8,769  9,168 

投資顧問料収入 ※ 6,131 ※ 7,181 

受入手数料  10  6 

その他営業収益  8  8 

営業収益計  14,920  16,364 

営業費用     

支払手数料  2,975  3,527 

広告宣伝費  160  125 

調査費  287  326 

委託計算費  25  17 

営業雑経費     

通信費  25  27 

印刷費  9  7 

協会費  13  13 

諸会費  15  21 

その他  3  3 

営業費用計  3,516  4,069 

一般管理費     

給料  2,046  2,173 

役員報酬  58  48 

給料・手当  1,115  1,252 

賞与  871  872 

株式給付引当金繰入額  51  47 

長期インセンティブ引当金繰入額  1  △0 

役員株式給付引当金繰入額  1  － 

旅費交通費  194  215 

事務委託費 ※ 920 ※ 864 

業務委託費  506  543 

不動産賃借料  237  314 

租税公課  137  143 

固定資産減価償却費  115  130 

利息費用  －  0 

交際費  19  16 

諸経費  175  199 

一般管理費計  4,407  4,649 

営業利益  6,997  7,646 

営業外収益     

受取利息  6  8 

受取賃貸料  14  10 

為替差益  108  － 

雑収入  8  3 

営業外収益計  138  22 

営業外費用     

為替差損  －  18 

投資事業組合運用損  2  2 

固定資産除却損  1  2 



 

（単位：百万円） 

 
前事業年度 

（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

雑損失  1  3 

営業外費用計  5  26 

経常利益  7,130  7,642 

特別利益     

金融商品取引責任準備金戻入  0  － 

特別利益計  0  － 

特別損失     

金融商品取引責任準備金繰入額  －  0 

特別損失計  －  0 

税引前当期純利益  7,130  7,642 

法人税、住民税及び事業税  2,221  2,165 

法人税等調整額  △123  66 

法人税等合計  2,098  2,232 

当期純利益  5,031  5,409 

 



 

 

（３）【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

（単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

当期首残高 2,500 27 19 47 597 5,807 6,404 

当期変動額        

剰余金の配当      △3,400 △3,400 

当期純利益      5,031 5,031 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

       

当期変動額合計 － － － － － 1,631 1,631 

当期末残高 2,500 27 19 47 597 7,438 8,036 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
株主資本合
計 

その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等合計 

当期首残高 8,952 0 0 8,952 

当期変動額     

剰余金の配当 △3,400 － － △3,400 

当期純利益 5,031 － － 5,031 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

 0 0 0 

当期変動額合計 1,631 0 0 1,631 

当期末残高 10,583 0 0 10,584 



 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

（単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

当期首残高 2,500 27 19 47 597 7,438 8,036 

当期変動額        

剰余金の配当      △3,800 △3,800 

当期純利益      5,409 5,409 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

       

当期変動額合計 － － － － － 1,609 1,609 

当期末残高 2,500 27 19 47 597 9,048 9,646 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
株主資本合
計 

その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等合計 

当期首残高 10,583 0 0 10,584 

当期変動額     

剰余金の配当 △3,800 － － △3,800 

当期純利益 5,409 － － 5,409 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

 1 1 1 

当期変動額合計 1,609 1 1 1,610 

当期末残高 12,193 1 1 12,195 

 



 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

 市場価格のない株式等以外のもの 

  時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。 

 市場価格のない株式等 

  主として総平均法による原価法を採用しております。 

（投資事業組合等への出資） 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法によっております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した有形固定資産については、定額法を採用し

ております。 

 なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。 

建物         ５年 

工具、器具及び備品  ４年～10年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

３．引当金の計上基準 

① 株式給付引当金 

 株式交付規程に基づく従業員へ当社親会社（スパークス・グループ株式会社）の株式の給付に備えるため、当事

業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

② 長期インセンティブ引当金 

 海外子会社への出向者に対して支給するインセンティブ報酬の支出に備えるため、当事業年度末における支給見

込額に基づき計上しております。 

③ 役員株式給付引当金 

 役員株式交付規程に基づく親会社役員への当社親会社（スパークス・グループ株式会社）の株式の給付に備える

ため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

当社は、主な収益を残高報酬及び成功報酬と認識しております。 

① 残高報酬 

 残高報酬は、当社が運用するファンドについて、契約に基づき、管理・運用する義務があり、運用資産残高又は

コミットメント額に一定の料率を乗じた金額で測定し報酬として受領しており、運用期間にわたり収益を認識して

おります。取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおり

ません。 

② 成功報酬（上場株式運用） 

 成功報酬（上場株式運用）は、残高報酬と同様、契約に基づき、管理・運用する義務があり、過去のパフォーマ

ンスの最高値を上回った部分の一定割合を報酬として受領しており、当該時点に収益を認識しております。取引の

対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。 

③ 成功報酬（再生可能エネルギーファンドが投資する合同会社の匿名組合出資持分を売却した場合の成功報酬） 

 成功報酬（再生可能エネルギーファンドが投資する合同会社の匿名組合出資持分を売却して譲渡益が発生する場

合に受領する報酬）は、当社が運用する再生可能エネルギーファンドについて、パフォーマンス目標を上回る匿名

組合出資持分の譲渡益に対する一定割合を報酬として受領しており、当該時点に収益を認識しております。取引の

対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。 



 

④ 成功報酬（プライベート・エクイティ） 

 成功報酬（プライベート・エクイティ）は、当社が運用するプライベート・エクイティファンドについて、契約

に基づき、管理・運用する義務があり、出資履行金額を分配累計額が超過する各段階ごとに、一定割合を報酬とし

て受領しており、当該時点に収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に

受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。 

 

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

 

（会計方針の変更） 

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用） 

 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。 

 従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（以下、「法人税等」という。）について、法令に従い算定した額

を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損

益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、

当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといた

しました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、

株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益

に計上しております。 

 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰

余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金又は評価・換算差額等のうち、適切な区分に加減し、当該期首から

新たな会計方針を適用しております。 

 なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。 



 

 

（未適用の会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 等 

 

(1）概要 

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリー

スについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行わ

れ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入

れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務

諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。 

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・

リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費

及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

 

(2）適用予定日 

2028年３月期の期首から適用します。 

 

(3）当該会計基準等の適用による影響 

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 

 

（表示方法の変更） 

（貸借対照表） 

 前事業年度において、「固定負債」の「その他」に含めていた「資産除去債務」は、金額的重要性が増したため、当事

業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っ

ております。 

 この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「その他」に表示していた70百万円は、「資産除去債

務」70百万円として組み替えております。 



 

 

（追加情報に関する注記） 

（株式付与ＥＳＯＰ信託） 

 当社親会社（スパークス・グループ株式会社）は、グループ従業員（当社、当社親会社及び当社兄弟会社３社（ス

パークス・グリーンエナジー＆テクノロジー株式会社、スパークス・アセット・トラスト＆マネジメント株式会社及

びスパークス・ＡＩ＆テクノロジーズ・インベストメント株式会社（注）。）の従業員）に対し、業績向上や株価上

昇に対する意欲の高揚を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「株式付与ＥＳＯＰ信

託」を導入しております。なお、当社は「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会実務対応報告第30号（平成27年３月26日）の指針に従って会計処理を行っております。 

（注）スパークス・ＡＩ＆テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025年４月１日付でスパークス・インベス

トメント株式会社に社名変更しております。 

 

（役員向け株式交付信託） 

 当社親会社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く、以下、「取締役」という。）に対し、信託を用いた業

績連動型株式報酬制度を導入しております。 

制度の概要 

 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締

役に付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式

報酬制度です。 

 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023年３月末日で終了する事業年度から2026年３月末日で終了する事業

年度までの４事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が当社親会社株式の交付を受ける時期

は、原則としてポイント付与の３年後です。 

 本制度の導入により、取締役の報酬と当社グループの業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価

の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を

高めることを目的としております。 



 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（2024年３月31日） 

当事業年度 
（2025年３月31日） 

※１．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条の５ 

※１．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条の５ 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

建物 376百万円 

工具、器具及び備品 441百万円 

リース資産 5百万円 
  

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

建物 411百万円 

工具、器具及び備品 443百万円 

リース資産 6百万円 
  

※３．関係会社に対する資産及び負債 

未収投資顧問料 360百万円 

未収入金 0百万円 

その他未払金 127百万円 
  

※３．関係会社に対する資産及び負債 

未収投資顧問料 358百万円 

未収入金 －百万円 

その他未払金 147百万円 
  

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

※ 関係会社に対する取引の主なもの 

投資顧問料 1,736百万円 

事務委託費 497百万円 
  

※ 関係会社に対する取引の主なもの 

投資顧問料 2,186百万円 

事務委託費 526百万円 
  

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 50,000 － － 50,000 

 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

2023年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 3,400 68,000 2023年３月31日 2023年６月21日 

 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

2024年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 3,800 利益剰余金 76,000 2024年３月31日 2024年６月25日 



 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 50,000 － － 50,000 

 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

2024年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 3,800 76,000 2024年３月31日 2024年６月25日 

 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

2025年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 4,300 利益剰余金 86,000 2025年３月31日 2025年６月23日 

 

（リース取引関係） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 



 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

 当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシードマネー等に

限定し、資金調達については原則として親会社による株式引受によっております。 

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理あるいは運用す

るファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていないポートフォリオ運用であること

から、極めて限定的であると判断しております。 

 また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債

権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予約等を利用してヘ

ッジする予定にしております。 

 投資有価証券は、主に投資事業有限責任組合への出資です。 

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について、現金は注記を省略しており、預金、預託金、未収委託者報

酬、未収投資顧問料、未収入金、未収収益、未払手数料、その他未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、短期

間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

（注）貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略し

ております。当該出資の貸借対照表計上額は当事業年度71百万円、前事業年度42百万円であります。 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に

係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

 前事業年度（2024年３月31日） 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

 当事業年度（2025年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

 前事業年度（2024年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 当事業年度（2025年３月31日） 

該当事項はありません。 



 

 

（有価証券関係） 

１．その他有価証券 

前事業年度（2024年３月31日） 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

当事業年度（2025年３月31日） 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 



 

 

（デリバティブ取引関係） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

(1)通貨関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

(2)金利関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

(3)株式関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(1)通貨関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

(2)金利関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

(3)株式関連 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 



 

 

（退職給付関係） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前事業年度 

（2024年３月31日） 
 
 

当事業年度 
（2025年３月31日） 

繰延税金資産    

資産除去債務 77  121 

未払事業税 77  61 

未確定債務否認 262  275 

株式給付引当金否認 134  77 

長期インセンティブ引当金否認 2  0 

減価償却超過額 72  67 

金融商品取引責任準備金 0  0 

その他 9  8 

繰延税金資産小計 636  613 

評価性引当額 △214  △225 

繰延税金資産合計 421  388 

繰延税金負債    

資産除去債務 16  49 

その他有価証券評価差額金 0  0 

繰延税金負債の合計 16  50 

繰延税金資産の純額 405  337 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

 前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法

定実効税率の100分の５以下であるため、記載を省略しております。 

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理 

 当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する

取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関

する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。 

 

４．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴

い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。 

これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延

税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。 



 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（資産除去債務関係） 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

イ  当該資産除去債務の概要 

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 
 

ロ  当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を取得から４～５年と見積り、割引率は0.2～0.7％を使用して資産除去債務の金額を計算してお

ります。 
 

ハ  当該資産除去債務の総額の増減 

 
前事業年度 

（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

期首残高 70百万円 70百万円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 － 132 

時の経過による調整額 0 0 

資産除去債務の履行による減少額 － － 

その他増減額（△は減少） － － 

期末残高 70 203 

 

（賃貸等不動産関係） 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 



 

 

（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の

とおりであります。 

 前事業年度 当事業年度  

 （自 2023年４月１日 （自 2024年４月１日  

 至 2024年３月31日） 至 2025年３月31日）  

残高報酬（注１） 12,941 14,703 
百万

円 

成功報酬（上場株式運用）（注２） 1,712 772  

成功報酬（再生可能エネルギーファンドが

投資対象である発電所を売却して譲渡益が

発生する場合に受領する報酬）（注３） 

247 －  

成功報酬（プライベート・エクイティ）

（注４） 
 874  

その他 19 14  

合計 14,920 16,364  

（注１）残高報酬のうち、当事業年度においては、委託者報酬にかかるものが8,442百万円、投資顧問料収入に

かかるものが6,260百万円それぞれ含まれております。前事業年度においては、委託者報酬にかかるも

のが7,102百万円、投資顧問料収入にかかるものが5,839百万円それぞれ含まれております。 

（注２）成功報酬（上場株式運用）のうち、当事業年度においては、委託者報酬にかかるものが725百万円、投

資顧問料収入にかかるものが47百万円それぞれ含まれております。前事業年度においては、成功報酬

（株式運用）のうち、委託者報酬にかかるものが1,667百万円、投資顧問料収入にかかるものが45百万

円それぞれ含まれております。 

（注３）成功報酬（再生可能エネルギーファンドが投資対象である発電所を売却して譲渡益が発生する場合に受

領する報酬）のうち、前事業年度においては、投資顧問料収入にかかるものが247百万円含まれており

ます。 

（注４）成功報酬（プライベート・エクイティ）のうち、投資顧問料収入にかかるものが874百万円含まれてお

ります。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 重要な会計方針 ４．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。 

 

３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 



 

 

（セグメント情報等） 

［セグメント情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

［関連情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

１ サービスごとの情報 

 投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

 

２ 地域ごとの情報 

(1）営業収益 

（単位：百万円） 

日本 アイルランド アジア その他 合計 

11,984 1,207 10 1,717 14,920 

 （注） 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。 

 

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

 

３ 主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円） 

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名 

スパークス・新・国際優良日本株ファ

ンド 
2,811 投信投資顧問業 

 （注） ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握する

ことが困難であります。 



 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

１ サービスごとの情報 

 投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

 

２ 地域ごとの情報 

(1）営業収益 

（単位：百万円） 

日本 アイルランド アジア その他 合計 

13,074 1,401 54 1,834 16,364 

 （注） 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。 

 

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。 

 

３ 主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円） 

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名 

スパークス・新・国際優良日本株ファ

ンド 
3,729 投信投資顧問業 

 （注） ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握する

ことが困難であります。 

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 



 

 

［関連当事者情報］ 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

１ 関連当事者との取引 

(1）財務諸表提出会社の親会社 

種類 
会社等の名
称 

所在地 
資本金又は
出資金 
（百万円） 

事業の内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 
（注２） 

科目 
期末残高 
（百万円） 
（注２） 

親会社 

スパーク

ス・グルー

プ株式会社 

東京都 

港区 
8,587 

純粋持株会

社 

（被所有） 

直接 100 

グループ管

理会社 

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

497 
その他未

払金 
126 

運用報酬等

の受取 

（注１） 

1,736 
未収投資

顧問料 
360 

配当金の支

払 
3,400 － － 

私募の取扱

手数料の受

領 

（注１） 

0 前受収益 6 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注１） 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。 

 （注２） 上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。 



 

 

(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金又は
出資金 

事業の内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 
（注２） 

科目 
期末残高 
（百万円） 
（注２） 

同一の親

会社をも

つ会社 

スパークス・

グリーンエナ

ジー＆テクノ

ロジー株式会

社 

東京都 

港区 
25百万円 

再生可能エ

ネルギーに

おける発電

事業及びそ

のコンサル

ティング 

なし 

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

5 未収入金 1 

業務の委託 

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

2 
その他未

払金 
1 

スパークス・

アセット・ト

ラスト＆マネ

ジメント株式

会社 

東京都 

港区 
100百万円 資産運用業 なし 

業務の委託 

業務委託報

酬の受取 

（注１） 

7 未収入金 1 

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

2 未収入金 0 

スパークス・

ＡＩ＆テクノ

ロジーズ・イ

ンベストメン

ト株式会社 

東京都 

港区 
50百万円 資産運用業 なし 

業務の委託 

業務委託報

酬の受取 

（注１） 

0 未収入金 0 

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

2 未収入金 0 

スパークス・

イノベーショ

ン・フォー・

フューチャー

株式会社 

東京都 

港区 
50百万円 資産運用業 なし 

私募の取扱

手数料 

手数料の受

取 

（注１） 

0 － － 

業務の受託 

業務受託報

酬の受取 

（注１） 

0 未収入金 0 

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

4 未収入金 1 

SPARX Asset 

Management 

Korea Co., 

Ltd. 

韓国 

ソウル 

4,230百万 

韓国ウォン 
資産運用業 なし 

海外籍ファ

ンドの運

用・管理の

委託 

運用報酬等

の受取 

（注１） 

1 
未収投資

顧問料 
0 

業務の委託 

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

372 
その他未

払金 
99 

SPARX Asia 

Investment 

Advisors 

Limited 

中国香港

特別行政

区 

3,100千 

香港ドル 
資産運用業 なし 

運用の委託 

運用助言報

酬の支払 

（注１） 

102 
その他未

払金 
23 

業務の委託 

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

192 
その他未

払金 
50 

海外籍ファ

ンドの運

用・管理の

委託 

運用報酬等

の受取 

（注１） 

68 
未収投資

顧問料 
6 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注１） 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。 

 （注２） 上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高に消費税を含めており、取引金額に消費税等を含めて

おりません。また、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。 

 

２ 親会社に関する注記 

親会社情報 

スパークス・グループ株式会社（株式会社東京証券取引所プライム市場に上場） 



 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

１ 関連当事者との取引 

(1）財務諸表提出会社の親会社 

種類 
会社等の名
称 

所在地 
資本金又は
出資金 
（百万円） 

事業の内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 
（注２） 

科目 
期末残高 
（百万円） 
（注２） 

親会社 

スパーク

ス・グルー

プ株式会社 

東京都 

港区 
8,587 

純粋持株会

社 

（被所有） 

直接 100 

グループ管

理会社 

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

526 
その他未

払金 
133 

運用報酬等

の受取 

（注１） 

2,186 
未収投資

顧問料 
358 

配当金の支

払 
3,800 － － 

私募の取扱

手数料の受

領 

（注１） 

0 前受収益 5 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注１） 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。 

 （注２） 上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。 



 

 

(2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金又は
出資金 

事業の内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 
（注２） 

科目 
期末残高 
（百万円） 
（注２） 

同一の親

会社をも

つ会社 

スパークス・

グリーンエナ

ジー＆テクノ

ロジー株式会

社 

東京都 

港区 
25百万円 

再生可能エ

ネルギーに

おける発電

事業及びそ

のコンサル

ティング 

なし 

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

6 未収入金 1 

業務の委託 

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

2 
その他未

払金 
1 

スパークス・

アセット・ト

ラスト＆マネ

ジメント株式

会社 

東京都 

港区 
100百万円 資産運用業 なし 

業務の委託 

業務委託報

酬の受取 

（注１） 

7 未収入金 1 

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

2 未収入金 0 

スパークス・

ＡＩ＆テクノ

ロジーズ・イ

ンベストメン

ト株式会社

（注３） 

東京都 

港区 
50百万円 資産運用業 なし 

業務の委託 

業務委託報

酬の受取 

（注１） 

0 未収入金 0 

本社事務所

の賃貸 

賃貸料の受

取 

（注１） 

2 未収入金 0 

SPARX Asset 

Management 

Korea Co., 

Ltd. 

韓国 

ソウル 

4,230百万 

韓国ウォン 
資産運用業 なし 

海外籍ファ

ンドの運

用・管理の

委託 

運用報酬等

の受取 

（注１） 

9 
未収投資

顧問料 
1 

業務の委託 

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

416 
その他未

払金 
89 

SPARX Asia 

Investment 

Advisors 

Limited 

中国香港

特別行政

区 

3,100千 

香港ドル 
資産運用業 なし 

運用の委託 

運用助言報

酬の支払 

（注１） 

151 
その他未

払金 
36 

業務の委託 

業務委託報

酬の支払 

（注１） 

67 
その他未

払金 
0 

SPARX Asia 

Capital 

Management 

Limited 

英国領 

ケイマン 

諸島 

44,001千 

米ドル 
資産運用業 なし 

海外籍ファ

ンドの運

用・管理の

委託 

運用報酬等

の受取 

（注１） 

79 
未収投資

顧問料 
8 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注１） 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。 

 （注２） 上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高に消費税を含めており、取引金額に消費税等を含めて

おりません。また、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。 

 （注３） スパークス・ＡＩ＆テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025年４月１日付でスパークス・インベ

ストメント株式会社に社名変更しております。 

 

２ 親会社に関する注記 

親会社情報 

スパークス・グループ株式会社（株式会社東京証券取引所プライム市場に上場） 



 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 211,684円56銭 

１株当たり当期純利益金額 100,629円65銭 
  

 
１株当たり純資産額 243,903円80銭 

１株当たり当期純利益金額 108,194円82銭 
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度末 

（2024年３月31日） 
当事業年度末 

（2025年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） 10,584 12,195 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
－ － 

普通株式に係る期末純資産額（百万円） 10,584 12,195 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式の数（株） 
50,000 50,000 

    ２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

（自 2023年４月１日 
至 2024年３月31日） 

当事業年度 
（自 2024年４月１日 
至 2025年３月31日） 

当期純利益（百万円） 5,031 5,409 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 5,031 5,409 

普通株式の期中平均株式数（株） 50,000 50,000 

 

（重要な後発事象） 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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